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資料１－１

令和３年度保険料率（医療・介護）について



１．運営委員会におけるこれまでの議論の経緯

令和３年度の保険料率については、新型コロナウイルス感染拡大による影響及び平成29年12月19日の

運営委員会にて理事長より示された、「今後の保険料率のあり方については、中長期で考えるという立ち位置を

明確にしたい」旨の考えを踏まえ、運営委員会において議論が進められた。

運営委員会における意見では、保険料を10％に据え置くことはコロナ禍で苦しむ事業主や従業員の理

解を得ることは難しいとの意見もあったが、今後、更に新型コロナウイルス感染症の影響が拡大するこ

とや協会の財政状況の悪化が見込まれることなどにより、10％維持に賛成する委員が大勢を占めた。

➢ 令和２年12月18日開催の第108回運営委員会における運営委員の主な意見、運営委員の意見を踏まえ
た委員長のとりまとめ内容は４・５頁参照

また、支部評議会においては、意見書の提出なしが６支部。一方、意見書の提出があった支部は41支

部あり、そのうち、平均保険料率10％維持の意見が31支部、引き下げるべきとの意見が２支部となって

いる（６頁参照）。

２．協会としての対応

（１）平均保険料率について

令和３年度の平均保険料率については、10％を維持する。

（２）保険料率の変更時期について

令和３年４月納付分からとする。

医療分の令和３年度平均保険料率について
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令和2年12月18日開催の運営委員会における令和３年度保険料率に関する議論の概要

【委員の主な意見】

○ 現状の保険料率の維持を支持したい。苦しい状況であるが、多くの支部で現状の10％維持で支持している
のではないかと考えている。また、次年度以降も新型コロナウイルスの影響が出る可能性を考えると、将来
的な引き上げ幅を緩和するという視野は非常に大事だと考える。

一方で、現在は、事務局が出された資料の法定準備金の予測値に基づき議論しており、今後の法定準備金
が予測値よりも積みあがった場合には、次年度に還元するなどの対応や加入者に対するに丁寧な説明が必要
になってくると考える。

最後に、保険制度の趣旨は、将来の不確実性に対する備えということがある。一定程度の準備金を有する
ことは制度の趣旨に反するものではないと考えている。

○ 令和3年度の保険料率について10％の維持に賛成である。また、国庫補助率を引き上げるために国へ要望
していただきたい。保険料率の変更時期については事務局提案に異論はない。

○ 新型コロナ感染拡大の影響を考えると、保険料率の変更は困難であると考えるため、2021年度の保険料率
は現行を維持するべきである。

○ 協会けんぽの令和2年度の収支見込は、去年、保険料率を議論した際の見込の数値よりも上回っている。
全国の中小企業からは、 新型コロナウイルス感染拡大の苦境の中、少しでも社会保険料等の負担を軽減し
てほしいとの声が届いている。令和3年度の保険料率について10％を維持することは、コロナ禍で苦境にあ
えぐ事業主や従業員の理解を得るのは難しいと考える。

また、 国庫補助率を上限の20％に引き上げるよう国へ強く要望していただき、財政基盤を強化していっ
てほしい。コロナ禍で苦しんでいる事業主や従業員への支援策を今まで以上に行っていただきたい。
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【委員の主な意見（つづき）】

○ コロナ禍で経営が悪化している中小企業が増加している。しかし、このような状況であるが、持続可能
性の観点から現状の保険料率を維持するべきだと考える。一方で、支出を減らすことが重要になってくる
と考えるので、支出の抑制につながる政策提言を引き続きお願いしたい。

○ 2021年度の保険料率は現行を維持するべきである。中小企業からの視点では引き下げていただきたいと
いう気持ちは強くある。しかし、コロナ禍で先行きが不透明であり、現状として10％の維持が妥当である
と考える。

○ 保険料率は現行を維持するべきである。一方で、コロナ禍で保険料率を維持することになると、これま
で以上に加入者に丁寧な説明が必要になる。また、保険者機能強化に向けてさらなる取り組みをお願いし
たい。
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【委員長によるとりまとめ】

令和３年度保険料率について、各委員からご意見をいただき、運営委員会全体

としては、10％維持の意見であったとまとめられる。また、保険料率の変更時期

については、事務局の提案に対して、特段の異論はなかった。

事務局におかれては、このことを踏まえて、都道府県単位保険料率の決定に向

けて、必要な調整を進めるようにお願いする。



令和３年度保険料率について（支部評議会における主な意見）

令和２年10月から11月に開催した各支部の評議会での意見については、理事長の現時点にお
ける考え（新型コロナウイルス感染症拡大による協会財政に対する影響はあると考えられるが、
基本的には中長期的な視点で保険料率を考えていくこと）を評議会で説明した上で、特段の意見
があれば提出していただくこととしている。

意見の提出状況並びに平均保険料率に対しての意見の概要は以下のとおり。

意見の提出なし ６支部（１３支部）

意見の提出あり ４１支部（３４支部）

① 平均保険料率10％を維持するべきという支部 ３１支部（２１支部）

② ①と③の両方の意見のある支部 ５支部（７支部）

③ 引き下げるべきという支部 ２支部（２支部）

④ その他（平均保険料率に対しての明確な意見なし） ３支部（４支部）

※ 保険料率の変更時期については、4月納付分（3月分）以外の意見はほぼなし。

※（ ）は昨年の支部数

令和２年12月18日
第108回運営委員会資料
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協会けんぽの動向

令和２年12月18日
第108回運営委員会資料1-2
等から抜粋のうえ作成
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単年度収支差と準備金残高等の推移 （協会会計と国の特別会計との合算ベース）
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単年度収支差

保険給付費等に要する
費用の１ヵ月分相当

財政特例措置期間

3.9ヵ月分

3.4ヵ月分

3.1ヵ月分

[年度]

3.8ヵ月分準備金残高

（6年度） （9年度） （12年度） （15年度） （20年度） （22年度） （27年度）
・食事療養費 ・患者負担2割 ・介護保険制度導入 ・患者負担3割、総報酬制へ移行 ・後期高齢者 ・国庫補助率 ・国庫補助率

制度の創設 医療制度導入 13.0％→16.4％ 16.4％
（4年度） （10年度） （14年度、16年度、18年度、20年度）
・国庫補助率 診療報酬・薬価等 診療報酬・薬価等のマイナス改定 （28年度、30年度、R1年度）
16.4％→13.0％ のマイナス改定 診療報酬・薬価等

老人保健制度の対象 のマイナス改定
年齢引上げ（14年10月～）

8.2%
（H4.4月～）

8.5%
（H9.9月～）

8.2%
（H15.4月～）

（注）1.平成8年度、9年度、11年度、13年度は国の一般会計より過去の国庫補助繰延分の返済があり、これを単年度収支に計上せず準備金残高に計上している。
2.平成21年度以前は国庫補助の清算金等があった場合には、これを単年度収支に計上せず準備金残高に計上している。
3.協会けんぽは、各年度末において保険給付費や高齢者拠出金等の支払いに必要な額の１カ月分を準備金（法定準備金）として積み立てなければならないとされている
（健康保険法160条の2）。

保険料率
8.4%

[億円]

（H22年度） （ H23年度） （H24年度～）
9.34% 9.50 % 10.00 %

4.3ヵ月分
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（注）端数整理のため、計数が整合しない場合がある。

協会けんぽの財政構造（令和元年度決算）

○ 協会けんぽ全体の支出は約１０．３兆円だが、その約４割、約３．６兆円が高齢者医療への拠出
金に充てられている。

医療給

付

5.8兆円

（55.8%）

高齢者医療

制度への

拠出金

（介護を除く）

3.6兆円

（35.1%）

現金給付

0.6兆円

（5.8%）

健診・

保健指導費

1,223億円

（1.2%）

事務経

費… その他

1,504億円

（1.5%）

支 出 10兆3,298億円

保険料

9.6兆円

（88.3%）

国庫補助等

1.2兆円

（11.1%）

その他

645億円

（0.6%）

収 入 10兆8,697億円
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協会けんぽの保険財政の傾向

●近年、医療費（１人当たり保険給付費）の伸びが賃金（１人当たり標準報酬）の伸びを上回り、協会けんぽの保険財政は赤字構造
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・乳幼児の患者負担の軽減
（３歳未満→就学前）
・診療報酬改定 ▲0.82％

診療報酬改定
＋0.19％

診療報酬改定
＋0.00％

賃金
（１人当たり標準報酬月額）

診療報酬改定
＋0.10％

（※１）

（※１）数値は平成20年度を１とした場合の指数で表示したもの。
（※２）▲1.31%は、28年度の改定率▲0.84％に薬価の市場拡大再算定の特例の実施等も含めた実質的な改定率である。
（※３）消費税率10％への引き上げに伴い令和元年10月より改定。

医療費
（加入者１人当たり保険給付費）

赤字構造

年
度

診療報酬改定
▲1.31%（※2）

標準報酬月額上限引上げ

121万円→139万円

診療報酬改定
▲1.19%

診療報酬改定
▲0.07%（※3）
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協会けんぽの後期高齢者支援金の推移

●近年、後期高齢者支援金は、総報酬割の拡大により一時的に伸びが抑制されていたが、今後は大幅な増加が見込まれている。
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17,699

(▲20)

18,352
(+653)

19,516
(+1,164)

20,999
(+1,483)

10.4%
10.8%

11.2%
11.5%

11.9%
12.3%

12.5%
12.8%

13.3%

13.8%

14.2%

14.7% 14.9%
15.1%

15.7%

16.5%

17.2%

17.8%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

12,000

13,000

14,000

15,000

16,000

17,000

18,000

19,000

20,000

21,000

22,000

23,000

24,000

25,000

26,000

H20年度

(2008年度)

H21年度

(2009年度)

H22年度

(2010年度)

H23年度

(2011年度)

H24年度

(2012年度)

H25年度
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(2015年度)

H28年度

(2016年度)

H29年度

(2017年度)

H30年度

(2018年度)

R元年度

(2019年度)

（決算見込み）

R2年度

(2020年度)

（賦課額）

R3年度

(2021年度)

R4年度

(2022年度)

R5年度

(2023年度)

R6年度

(2024年度)

R7年度

(2025年度)

後期高齢者支援金の支出額

人口に占める75歳以上の割合

※（ ）は前年度からの増減

1/2

総報酬割

2/3

総報酬割
全面総報酬割1/3総報酬割（Ｈ22.8～）総報酬割の導入

(※1) 後期高齢者支援金については、当該年度の支出額（当該年度の概算分と2年度前の精算分、事務費の合計額）である。

(※2) 人口に占める75歳以上の割合については、H30年度以前の実績は「高齢社会白書」(内閣府)、R元年度以降の推計値は「日本の将来推計人口」(国立社会保障・人口問題研究所、H29年推計)による。

(※3）R3年度以降の推計値は、百億円まるめで記載している。

（◯ は推計値）（※2）

（※1）

（※3）

段階的に総報酬割が拡大
（一時的に支援金の伸びを抑制）

後期高齢者支援金の支出額（一定の前提を置いた見込）

支援金の

負担の増加

（将来推計人口等の一定の前提に基づく推計）

[21,320] [21,400]

[22,100]

[22,900]

[24,000]

[24,900]

大規模健康保険組合の解散の

影響による高い伸び（約370億円）

（億円）
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協会けんぽの事業所数・被保険者数・被扶養者数の推移（指数）
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※ 平成20年10月末における事業所数、被保険者数、被扶養者数をそれぞれ100とし、その後の数値を指数で示している。
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75歳未満の者の制度別加入者数及び75歳未満人口の推移
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被保険者数の推移
○ 近年の被保険者数の推移は、対前年同月比でみると概ね２％で増加していたが、足元の令和２年４月から10月にかけて対前年同月比の伸び
は鈍化しており、令和２年５月以降、被保険者数は減少している。

被保険者数の伸びは鈍化

リーマンショック後の景気後退局面で
は被保険者数の伸びが1.5％程低下。

緊急事態宣言（2020年4月7日）

リーマンショック（2008年９月）

（注）令和元（2019）年11月から令和２（2020）年３月の比率は、解散した大規模解散健康保険組合
の影響を除いて算出している。
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＜参考＞リーマンショックの時期の被保険者数の伸びの推移（対前年同月比）
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（注）令和元（2019）年11月から令和２（2020）年３月の数値は、解散した大規模解散健康保険組合
を含む実数。

＜参考＞リーマンショックの時期の被保険者数の推移

被保険者数の推移

緊急事態宣言（2020年4月7日）

リーマンショック（2008年９月）

10月数値は速報値

被保険者数は緩やかに減少
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290,212 

270,000

275,000

280,000

285,000

290,000

295,000

300,000

4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

平均標準報酬月額の経年の推移
（円）

10月数値は速報値
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291,097
290,212

288,383

292,822 292,462

283,790

287,256

285,384

283,274

279,216

276,892

270,000

275,000

280,000

285,000

290,000

295,000

300,000

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

202004-202009 201904-202003 200804-200903（リーマンショック200809） 200904-201003（リーマンショック後）

平均標準報酬月額の推移

○ 前年度３月の定年退職等や毎年度４月の新規採用に伴い、４月に平均標準報酬月額は減少し、その後４月から６月の給与総額を算定の基
礎として９月に標準報酬の改定が行われ増加するのが一般的であるが、今年度は８月に比べ僅かに増加したものの、対前年同月比の伸び
はマイナスに転じている。

（円）

リーマンショック（2008年９月）

リーマンショック後の平均標準報酬月額は減少傾向

10月数値は速報値
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加入者一人当たり医療給付費と対前年同月伸び率の推移
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12,000

13,000

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

令和元年度 令和2年度 対前年同月比(R2) 対前年同月比（稼働日数補正後）(R2)
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494 億円

770 億円

1,050 億円

1,595 億円

億円

500 億円

1,000 億円

1,500 億円

2,000 億円

2020/5/1 2020/6/1 2020/7/1 2020/8/1 2020/9/1 2020/10/1 2020/11/1 2020/12/1

累積納付猶予申請額（実績）

保険料納付猶予申請額（介護分を含む）の推移
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５年収支見通し及び政府予算案を踏まえた収支見込について
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１．12月18日の運営委員会における５年収支見通しの提示

令和２年９月15日の運営委員会において、データを新しくした資料を次回以降の運営委員会に提出す
るよう委員長から事務局に対して指示があった。

このことから、
（１）９月に作成したリーマンショック時の協会けんぽの適用情報の動向と直近の保険給付費の動向を基

にした試算 に加え、
（２）協会けんぽの直近の被保険者数、賃金の伸び率が令和３年度まで続いたとした場合の試算

を令和２年12月18日の運営委員会でお示しした。

２．政府予算案を踏まえた収支見込

今般、令和３年度の政府予算案が令和２年12月21日（月）に閣議決定されたことから、新たに、この
政府予算案を踏まえた３年度の収支見込を作成した。この政府予算案には、協会けんぽへの国庫補助額
が示されており、この額の算定の基となった保険給付費等の計数に基づいて都道府県単位保険料率を算
定する必要がある。

３．政府予算案を踏まえた収支見込と運営委員会に提示した５年収支見通しについて

上記２の政府予算案を踏まえた収支見込については、上記１の12月の運営委員会においてお示しした
試算（以下「12月試算」という。）における前提と比較して、被保険者数や標準報酬月額の伸び率につ
いて高く見込んでおり、収入が多くなっているとともに、医療給付費の伸びについてより高い前提をお
いており、支出が多くなっている。

そうしたことから、収支差でみると、12月試算において、3,700億円（ケースⅠ）～1,400億円（ケー
スⅢ）との見込に対し、政府予算案を踏まえた収支見込は、2,900億円（薬価改定の影響を除けば2,200
億円）である。いずれにせよ、12月試算においてお示しした見通しと同様に、３年度の収支見込が厳し
いと見込まれる方向性が変わるものではないと考えている。

運営委員会で公表した５年収支見通しと政府予算案を踏まえた収支見込の関係について
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協会けん ぽ （ 医療分 ） の令和元年度決算 を
足元とした収支見通し（令和２年12月試算）について

22
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令和３年度政府予算案を踏まえた収支見込（医療分）の概要について

【収支見込（令和３年度）の概要】

政府予算案を踏まえた令和３年度の収支見込は、平均保険料率を10％で維持する前提のもとで、収入（総
額）が11.1兆円、支出（総額）が10.8兆円と見込まれ、単年度収支差は2,900億円の見込み。

１．収入の状況

収入（総額）は、令和２年度（直近見込）から3,900億円の増加となる見込み。
主に、「保険料収入」が4,200億円増加したことによるものである。

２．支出の状況

支出（総額）は、令和２年度（直近見込）から6,200億円の増加となる見込み。
（１）「保険給付費」について、加入者数と一人当たり給付費の増加により4,700億円増加する見込みである

ことや、
（２）「その他」について、令和２年度に交付を受けた保険給付費等国庫補助金について、令和２年度の保険

給付費 の実績（決算）に基づき精算し、国へ返還する額の増加が見込まれること等
が主な要因。

３．収支差と準備金残高

令和３年度の「収支差」は、令和２年度（直近見込）より、2,300億円減少して2,900億円になる見込み。
（収支均衡料率は、9.70％の見込み。）
令和３年度末時点の準備金残高は4.2兆円の見込み。
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協会けんぽの収支見込（医療分）

(単位：億円)

決算
直近見込
(R2年12月)

R2-R1
政府予算案を

踏まえた見込

(R2年12月)

R3-R2

(a) (b) (b-a) (c) (c-b)

保険料収入 95,939 94,432 ▲ 1,506 98,596 4,163 H24-R2年度保険料率： 10.00%

国庫補助等 12,113 12,719 606 12,456 ▲ 263 R3年度保険料率： 10.00%

その他 645 285 ▲ 360 237 ▲ 48

計 108,697 107,437 ▲ 1,260 111,289 3,853

保険給付費 63,668 62,175 ▲ 1,494 66,838 4,663

前期高齢者納付金 15,246 15,302 56 15,573 272

後期高齢者支援金 20,999 21,320 321 21,492 172

退職者給付拠出金 2 1 ▲ 1 1 ▲ 0

病床転換支援金 0 0 0 0 ▲ 0

その他 3,383 3,430 47 4,497 1,067

計 103,298 102,227 ▲ 1,071 108,400 6,173

5,399 5,209 ▲ 189 2,889 ▲ 2,320 R3年度均衡保険料率： 9.70%

33,920 39,129 5,209 42,018 2,889

注) 端数整理のため、計数が整合しない場合がある。

単年度収支差

準備金残高

収
入

支
出

　○R3年度の単年度収支を均衡
　  させた場合の保険料率

R1年度

備考

R2年度 R3年度
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令和３年度政府予算案を踏まえた収支見込（介護分）の概要について

【令和３年度の介護保険料率】

○ 介護保険の保険料率については、単年度で収支が均衡するよう、介護給付金の金額を総報酬額で除したも

のを基準として算出することになります。令和３年度の介護給付金の金額や令和２年度末に見込まれる不足

分等を踏まえると、令和３年度の介護保険料率は、令和２年度の介護保険料率1.79％よりも0.01％ポイント

上昇し、1.80％となります。

○ なお、介護給付金については、令和３年度は10,500億円の見込みであり、令和２年度から200億円増加す

る見込みです。

これは、前々年度の介護納付金を精算した際の戻り額（令和元年度に納付した介護納付金について、実績

に基づいて精算された際に発生する協会けんぽへの返還額▲1,000億円）の影響により介護納付金を減少さ

せる要素があるものの、介護納給付費の増加に加え、介護報酬改定（＋0.7％）の影響があったこと等によ

り増加したこと等によるものです。
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介護保険の保険料率については、単年度で収支が均衡するよう、介護納付金の額を総報酬額
で除したものを基準として保険者が定めると健康保険法で法定されている。

令和３年度は、令和２年度末に見込まれる不足分（466億円）も含め、単年度で収支が均衡す
るよう1.80％（4月納付分から変更）とする。

健康保険法160条16項

介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金（日雇特例被保険者に係るものを除く。）の額を当該年
度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準と
して、保険者が定める。

各年度の介護保険料率は、次の算式により得た率を基準として、保険者が定めることとなっている。

介護保険料率 ＝
介護納付金の額

介護保険第2号被保険者（40歳～64歳）の総報酬額総額の見込

1.79％から令和3年4月以降に1.80％へ引き上げた場合の令和3年度の保険料負担の影響（被保険者1人当たり、労使折半前）

〔年額〕 428 円 （ 76,666円 → 77,094円） の負担増
〔月額〕 32 円 （ 5,728円 → 5,760円） の負担増

（注1）標準報酬月額を320,000円、賞与月額を年1.387月とした場合の負担を算出したものである。
（注2）「年額」は令和３年度の標準報酬月額（12か月分）と賞与の影響額であり、「月額」については標準報酬月額（１か月分）によって算定し

たものである。

介護保険の令和３年度保険料率について
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協会けんぽの収支見込（介護分）

(単位：億円)

R1年度 R2年度 R3年度

直近見込 政府予算案を踏まえた見込

(R2年12月) (R2年12月)

保険料収入 10,074 10,343 10,983 R1年度保険料率： 1.73%

国庫補助等 515 -                     -                     R2年度保険料率： 1.79%

その他 -                     -                     -                     R3年度保険料率： 1.80%

計 10,589 10,343 10,983

介護納付金 10,671 10,303 10,544

その他 -                     21 -                     

計 10,671 10,324 10,544

▲ 82 19 438

▲ 485 ▲ 466 ▲ 28

注) 端数整理のため、計数が整合しない場合がある。

収
入

備考
決算

支
出

⇒ + 242

単年度収支差

準備金残高

納付金対前年度比
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